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島根大学は，法文学部，教育学部，総合理工学部及

び生物資源科学部の４学部，大学院修士課程の人文社

会科学研究科，教育学研究科，総合理工学研究科及び

生物資源科学研究科の４研究科，そして，博士課程の

鳥取大学大学院連合農学研究科からなる。

さらに附属図書館，保健管理センターのほか，学内

共同教育研究施設として，遺伝子実験施設，汽水域研

究センター，生涯学習教育研究センター，地域共同研

究センター，機器分析センターの５施設と，学内共同

利用施設として，RIセンター，情報処理センター，工

作センターの３センターを有する。

また，学部附属の教育研究施設として，教育学部附

属教育臨床総合研究センター，生物資源科学部附属生

物資源教育研究センター及び教育学部附属小学校・中

学校・幼稚園を附置している。

このように，本学は，小規模ながらも人文科学，社

会科学，教育科学，自然科学と，幅広い学問領域を網

羅する総合大学として，全国各地から学生を，そして

世界の多くの国々から留学生を受け入れている。

平成13年５月１日現在の学生・教員数は，学部学生

数5,085人（内外国人留学生20人），大学院生数516人

（内外国人留学生 52人），科目等履修生・研究生 98人

（内外国人留学生29人），教員数434人である。また，

附属学校は，生徒・児童・園児数1,151人，教員62人

となっている。

大学の理念・目的に関しては，本学は，大学の競争

的環境の中で固有の存在を示すために，多様な学生へ

の教育に重点を置く「学生中心の大学」，特色ある教育

研究活動を行う「知的活力ある大学」及びこれらを通

じて地域社会や国際社会に貢献しうる「開かれた大学」

を目指す「大学の理念」を掲げている。

この理念に基づいて，21世紀の島根大学像を次のよ

うに設定している。

（１）学生が育ち，学生とともに育つ大学（教育環

境）

（２）知的活力ある大学（教育研究活動）

（３）地域とともに歩む大学（地域との連携）

（４）世界に情報発信する大学（国際貢献）

（５）大学構成員の声が反映される大学（管理運営）

上記の理念・目的の下に，本学が有する知的資産を

活用した人材育成教育と学術研究活動を行い，社会の

発展に寄与することを，その使命としている。

我が国の一般教育は，新制大学の発足とともに，戦

前の高等教育が結果として陥っていた専門偏重に対す

る深い反省の上にたって導入された。幅広く豊かな人

間教育を行うことを目的とした一般教育は，本学にお

いても，専門教育と並ぶもう一本の独自に重要な柱と

して高等教育の中に位置付けられた。高等教育におい

て学生が修得する内容が，単に専門的な知識だけにと

どまることのないように，全ての学生が学問を通じて

広い知識を身につけるとともに，ものを見る目や自主

的・総合的に考える力を確実に養うことが重視された

のである。すなわち，本学は一般教育において，全て

の学生が高等教育を修了した市民にふさわしい広い視

野と優れた見識，判断力，行動力を身につけた人間と

して成長することを目指した。さらに，専門教育の成

果と相俟って，彼らがより高度な学問を学ぶことによ

って新たな知見を獲得し，科学的なものの見方と思考

力を一層鍛え，優れた技能を身につけることができる

大学教育の実現を目指した。その後一般教育は，大学

設置基準改正に伴い外国語及び基礎教育科目等へも一

部拡大され，一般教育等と呼ばれた。

上記のとおり，大学教育における一般教育等の独自

の重要性をよく認識しながらも，学生の動向・諸科学

の発展・現代社会の変化などが急激に進展する中で，

本学の一般教育等は急ぎ解決すべき幾つかの大きな課

題を抱えていた。まさにその時に大学設置基準の大綱

化が実施され，本学も新たな時代に対応した大学教育

のあり方を模索することになり，平成６年度に，一般

教育等から教養教育への転換を核とする教育改革が実

施された。大学教育の根幹は，人類共通の知の財産を

次の社会を担う世代へどのように発展的に継承するか

である。学生は大学で，人間が生きてきた世界の全体

を人文科学・社会科学・自然科学などの視点で学び，

同時にその世界の未来に生きてゆく自己を発見する。

将来，期待される社会的役割をよく果たすためには，

彼らは大学で特定の専門能力を磨き高めなければなら

ないことは当然である。しかし，今日彼らの専門能力

は，人類が獲得した知の総体世界の中に明確に位置付

けられている必要がある。さらに，民主主義社会の大

きな中核を構成する市民としての高い資質にも裏打ち

されていなければならない。専門教育に還元されない

教養教育の独自の役割は，これらのことを学生に保証

することである。したがって，理想的には教養教育と

専門教育の連携は決して相異なる別次元の教育の連携

ではなく，教養教育の視点は専門教育を含めた大学４

年教育に一貫していなければならないであろう。
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１．教養教育の目的

今日，諸科学の学問体系はより専門化・細分化する

とともに，学際化・総合化の傾向も顕著である。また，

大学を取り巻く社会環境も著しく変化して，国際化・

情報化などが急速に進展している。さらには，大学の

大衆化も定着している。このような状況下で，時代に

ふさわしい大学の活性化・教育改革が強く求められて

きた。本学が平成６年度に実施した教育改革は，そう

した様々な変化に対応し，地域社会の要請にも応えて，

21世紀において存在理由を持つ大学として一層発展す

ることを目指すものであった。すなわち，山陰地方に

おける総合大学として，新制大学発足以来の一般教育

等を全般的に見直し，全人教育を第一とした新たな視

点から専門教育とは異なる教養教育の独自性を明確に

しようとした。さらに，教養教育と専門教育との有機

的関連性に留意しつつ，本学の全般的な教育課程の再

編を図ろうとした。

従来の一般教育等で改善を要する諸点は，①統一的

な教育目標の検討不足，②教育内容・方法などの改善

努力の不足，③学生の一般教育受講に見られる目的喪

失，④現代的諸課題や地域的課題に関わる教養教育の

取り組み不足，⑤多人数教育による教育効果の低下，

⑥一般教育運営組織体制の不備などであった。

これらの諸問題の解決を目指し，教養教育の具体的

目的として本学が実施した教養教育の基本方針，その

内容及び方法の基本的性格などを以下に述べる。なお，

これらは平成６年度当初の意図である。本学では，そ

の翌年に２学部の創設，翌々年には２学部の改組があ

った。さらに，これらの完成年度前には，大学審議会

答申などの新たな状況も生じた。意図したことは実施

されつつも，点検・見直しが行われており，さらなる

教養教育改革が進行中であることを付記する。

（１）４年一貫教育の実現と教養教育への全学出動体制

の構築

一般教育と専門教育との有機的関連性を強めるため

に，従来の一般教育と専門教育の区分を廃止し，大学

教育全体のつながりを４年一貫教育とする。その中に

教養教育を位置付け，教養教育と専門教育の並行履修

を進める。さらに，全人教育の立場から，教養教育を

大学教育における基本的かつ共通的部分として重視す

る。４学部全てが同一キャンパス内にある特色を生か

し，新たに全ての学部などが協力して教養教育を担当

する全学出動体制を構築し，その質的・量的充実を図

る。

（２）教養教育の明確な体系化及び少人数教育の推進

４年一貫教育の下，教育課程を抜本的に再編成し，

授業科目区分を基礎教育科目，共通教養科目，専門基

礎教育科目及び専門教育科目の４区分とする。教養教

育を構成する区分は前３者であり，その内，前２者は

さらに次のような授業科目からなる。

基礎教育科目：外国語，健康・スポーツ科学，

情報，大学教育基礎セミナー

共通教養科目：人間と文化，人間と社会，

人間と自然，総合科目

基礎教育科目は，教養及び専門の両領域にわたる大

学教育の基礎として，全学の学生に共通して修得させ

る。共通教養科目は，教養教育の中核として，人間と

諸科学の結びつきを重視し，学際的・相互関連的知識

の修得による，総合的な判断力の獲得と豊かな人間性

の涵養を図ることを目指す科目とする。総合科目は，

専門科目を一定履修した後に広い視野から各専攻を位

置付けることができるように，原則として３年次配当

とする。専門基礎教育科目を，全学部において制度化

する。この科目は，各学部・学科などにおいて，専門

分野の基礎及び専攻修得に必要な基礎科目を開講する

ものであるが，他専攻の学生が他領域の学問の精髄に

触れることで教養を深めることができるようにする。

各授業科目を必修科目，選択科目及び自由科目に分

け，４年一貫教育の方針の下に各年次に配当するよう

に編成する。各授業科目区分について最低修得単位数

を定めるが，学生の自主的かつ主体的な学習の伸張と

多様なニーズに応えるために，選択科目と自由科目の

単位数を拡大する。また，学生が目標を明確にして自

主的に学習計画を立てられるように，授業計画書を作

成し，オリエンテーションの充実を図る。

教育効果を高めるため，教育課程の各領域において，

可能な限り少人数教育を推進する。

（３）現代的諸課題への対応と大学の開放

国際化への対応として，外国語教育を改善するため

に，全学部に共通して外国語Ⅰ（英語）と外国語Ⅱ

（初修外国語：ドイツ語，フランス語，中国語，韓国・

朝鮮語）からそれぞれ４単位ずつを必修として修得さ

せる。本学の立地条件を生かし，アジア系言語を充実

する。そのため，中国語に新たに専任教員を配置し，

韓国・朝鮮語を新規開講する。

社会の急速な情報化の進展と情報科学の目覚しい発

展に対応するため，教養教育の中に「情報（講義２単

位，演習１単位）」を必修科目として開設する。

大学教育の地域社会への開放をさらに進め，編入学，

転入学，社会人・帰国子女等の特別選抜制度を拡充す

るほか，総合科目において，地域社会の各方面で優れ

た知識及び経験を有する人を非常勤講師として迎える
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こと，また，地域との連携を強化し，学外教育資源の

活用と単位化，教養教育に関する科目の一部を市民に

開放するなどの措置を積極的に進めることとする。

（４）教養教育及び大学教育に関する責任体制の確立

平成６年度実施の教養教育改革の内容は，以下のと

おりであった。４年一貫教育の企画・運営の基本方針

に関する委員会として，「全学教育委員会」を設置する。

また，別組織として，４年一貫教育の中で，教養教育

の実施に関する事項の審議，各学部・学科間の調整な

どを行う「教養教育運営委員会」を設置する。教養教

育運営委員会の下には，外国語，健康・スポーツ科学，

情報，人間と文化，人間と社会，人間と自然，総合科

目，日本語・日本事情に関する授業科目開設及び授業

実施などを審議する８専門委員会を置く。全学教育委

員会の委員長には，一般教育主事（平成８年度から，

学内措置による全学教育主事に変更）を充てる。また，

４年一貫教育の有機的な関連を重視して，全学教育委

員会委員長が教養教育運営委員会の委員長を兼ねる。

なお，平成12年度の副学長制導入に伴い，委員会組

織は次のように改変されている。大学教育を統一的な

視点で推進するため，教養教育を含む大学全体の教育

を掌握する委員会を全学教育委員会とし，その中に，

教養教育と専門教育の調整を図る大学教育委員会と教

養教育の実施を掌る教養教育委員会を置く。教養教育

委員会の中には，従来の専門委員会を置く。全学教育

委員会の委員長は副学長（教育担当）とし，その副委

員長並びに大学教育委員会及び教養教育委員会の委員

長は，新たに学長指名の評議員となった全学教育主事

とする。

２．教養教育の目標

上記（１）～（４）で示された意図を実現するため

に設定された具体的な課題は，次のとおりである。

（１）４年一貫教育の実現のため，共通教養科目及び専

門基礎教育科目において，教養教育と専門教育との有

機的関連性に留意した連結・接続の教育体制を組織す

る。

教養教育への全学出動体制の構築に当たっては，従

来は保健体育以外に教養教育を担当していなかった教

育学部及び農学部（現生物資源科学部に移行）のほか，

遺伝子実験施設，汽水域研究センター，生涯学習教育

研究センターなどが教養教育に参加するようにする。

（２）教養教育の内容の体系化と明示に関連する課題に

は，次のようなものがある。共通教養科目の「人間と

文化」，「人間と社会」及び「人間と自然」の授業科目

は，「主題ユニット」として開設する。これは，人間を

中心とする主題（テーマ）を設定し，各主題をコア科

目及び少人数のセミナー科目を含む複数個（10題目程

度）の授業題目からなるユニットとして開講するもの

で，ユニットとしての履修により，一つの主題の下に

知識の総合的な体系の修得ができるようにする。これ

により，従来欠けていた主題の多面的，構造的理解を

促し，学問の成果の精髄を体系的に修得させる。教養

教育の重要性に鑑み，各自の専門分野以外の知識をあ

る程度まとめて系統的に履修できるように，ユニット

としての履修は副専攻的（専門外）なものとする。総

合科目は，全学出動体制の下で専門分野が異なる複数

の教員が担当することとし，さらに学外非常勤講師の

積極的任用により，国際的課題，山陰地域をめぐる課

題，現代的課題，学際的課題又は専門的課題などにつ

いて多様に開講する。

また，教育効果を高める少人数教育を推進するため，

特に外国語のクラス規模は，講読40人，会話20人を目

途とし，非常勤講師の確保に努める。「主題ユニット」

を構成する題目に，およそ20人規模のセミナー科目を

導入する。専門基礎教育科目でも，入学直後の学生へ

の大学教育導入を図るために，各学部・学科などにお

いて少人数教育を行う。300人以上の受講学生がある

授業は，教員の協力を得て，講義を２コマにするなど

の努力を行い，少人数化に努める。

なお，上記のユニット履修に関しては，特に履修単

位数の上限設定に関連して，現在，見直しの議論が進

んでいる。

（３）国際化への対応には，以下の課題がある。英語に

ついては，必修単位を８から４に減らして少人数教育

体制を実現し，さらに，授業内容・方法の改善を行い，

語学運用能力及びコミュニケーション能力の向上を図

るために，会話，作文，LLなどのクラスを充実させる。

４単位以上の英語の修得を希望する学生には，自由選

択のクラスを開講し，高度の語学能力の修得を可能に

する。英語以外の外国語についても，同様とする。外

国語における海外研修科目の導入だけでなく，総合科

目においても，交流協定大学において海外夏期研修を

実施し，これを単位化する。

情報化への対応では，全学レベルで教員スタッフと

設備の充実に努めながら，講義は専門教育担当教員の

協力によって全学的に実施し，演習は各学部・学科など

の責任体制の下で実施できるように，条件整備を行う。

大学の開放に関しては，総合科目における非常勤講

師の積極的任用の推進，単位互換制度の拡充などが課

題である。

（４）教養教育運営組織の改善に関しては，学内措置で

設置した全学教育主事ポストの大学組織への明確な位

置付け，教養教育を支える事務組織の強化などととも

に，全学教育委員会から教養教育委員会専門委員会に

至るまでの各委員会の活動，及び連携の強化などが課

題となる。
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（1）実施体制

１．実施体制

本学では，教養教育は，附属施設を含め全教員が担

当する体制となっている。

教養教育については，領域に応じて次の８つの「教

養教育委員会専門委員会」が授業開設や担当教員の配

当など，授業の維持・運営を行っている。

（１）外国語専門委員会

各外国語担当教員代表各２名から構成される。現状

では，英語，ドイツ語，フランス語，中国語（韓国・

朝鮮語を含む）の４分野から各２名，計８名で，いず

れも法文学部教員である。

（２）健康・スポーツ科学専門委員会

健康・スポーツ科学担当教員代表４名で，いずれも

教育学部教員である。

（３）情報専門委員会

情報科学概論担当教員代表２名及び各学部情報科学

演習担当教員代表各１名，計６名から構成される。

（４）人間と文化専門委員会

各主題ユニット担当教員代表各２名で，７主題ユニ

ットから計14名で構成される。

（５）人間と社会専門委員会

各主題ユニット担当教員代表各２名で，９主題ユニ

ットから計18名で構成される。

（６）人間と自然専門委員会

各主題ユニット担当教員代表各２名で，９主題ユニ

ットから計18名で構成される。

（７）総合科目専門委員会

各学部総合科目担当教員代表各２名，計８名で構成

される。

（８）日本語及び日本事情に関する科目専門委員会

日本語及び日本事情に関する科目担当教員代表１名

及び各学部教員代表各１名の計５名で構成される。

専門基礎教育科目については，４つの学部の教務・

教育委員会ごとの責任で授業開設や担当教員の配置を

行い，授業は全学に開放している。

これら教養教育全体の企画・調整は，全学教育主事

の統括の下に，上記８つの教養教育委員会専門委員会

の代表８名に学部代表各１名を加え，計13名で構成さ

れる「教養教育委員会」が担当している。

また，教養教育と専門教育の教育課程の編成や調整

を行う組織として，「大学教育委員会」があり，全学教

育主事と学部代表各１名，８つの教養教育委員会専門

委員会の委員長代表２名の計７名から構成される。

教育課程全般の編成や教育に関する基本的重要事項

については，全学教育委員会が審議・検討を行ってお

り，上記の大学教育委員会委員７名に教育担当副学長，

各学部長，各学部学生委員長などを加えた計20名で運

営されている。

教養教育の実施運営体制の構成は，以下のようにま

とめられる。

全学教育委員会→教養教育委員会（必要に応じて大

学教育委員会）→８つの専門委員会及び４学部の教

務・教育委員会

教養教育に関しては，教員組織に加えて事務機構も

様々な支援を行っている。学生の授業履修や成績管理，

諸連絡などは，事務局教務課が担当している。

２．教育改善への組織的取り組み

全学教育委員会，教養教育委員会，教養教育委員会

専門委員会は，平成６年度の教育改革以来，全学の自

己評価等委員会と協力して，学生の意識調査や授業評

価など様々なアンケート調査や教員の研修会を実施し，

大学教育改善への啓蒙活動を行ってきた。

平成６年以降の主な活動実績を以下に示す。

（１）自己点検・自己評価の実施

平成６年度　教育課程やカリキュラムの自己評価

（２）学生・教員へのアンケート調査

平成７年度：全学学生を対象に，教育全般について

のアンケート調査

平成８・９年度：３年次生を対象に「総合科目」に

関するアンケート調査

平成９年度：教員を対象に，教育全般についてのア

ンケート調査

（３）学生による授業評価の実施

平成12年度：全学学生を対象とした個別の授業科目

ごとにアンケート調査

（４）ファカルティ・ディベロップメント研修会実施

平成11年度：「人が育つ教育の根底を問う」

平成12年度：「学ぶ主体をどう回復するか」

（５）学年暦の改定

平成11年４月から学年暦を改定し，前期期末試験を

従来の９月から７月へと変更した。これは，教育効果

の向上や秋季入学制度に配慮した措置である。生物資

源科学部では，平成14年度から帰国子女若干名の10月

入学が行われる。

（６）履修登録単位の上限設定

平成13年度入学生から，学期ごとの登録単位に上限

を設定し，１科目ごとの学習内容の充実を図った。１

学期24～ 25単位又は年間48単位で，学部により多少

異なる。

69 島根大学

730

中
　
国

４　教養教育に関する取組



（2）教育課程の編成及び履修状況

本学では，（１）４年一貫教育の実現と教養教育への

全学出動体制の構築，（２）教養教育の内容の体系化と

明示及び少人数教育の推進，（３）現代的諸課題への対

応と大学の開放，（４）教養教育及び大学教育に関する

責任体制の確立へ向けて，教養教育の改革を行ってき

た。

１．教育課程の編成

教養教育は基礎教育科目（外国語，健康・スポーツ

科学，情報），共通教養科目（人間と文化，人間と社会，

人間と自然，総合科目），専門基礎教育科目からなる。

基礎領域の「外国語」，「健康・スポーツ科学」，「情

報」の３科目は，国際化や情報化等に対応し，全学の

学生がいずれの専門分野を専攻するにしても，共通の

学問的基礎として修得すべきものである。ここでは基

礎的な外国語コミュニケーション能力や情報処理能力

などの訓練，心身の健康を保持・増進する上での健

康・スポーツ科学の理論と実践を身に付けることなど

により，大学生にとって共通な基礎教育の具体化を図

る。また，「共通教養科目」は，全ての学生を対象に，

人間の知性的・精神的な存在への深い自覚を目指す全

人格的な教育，豊かな人間性を涵養することを理念・

目標とした教養教育の重要な部分を体現するものであ

る。「専門基礎教育科目」は，専門分野の基礎及び専攻

修得に必要な基礎科目を開設するものであるが，他専

攻の学生が他領域の学問の精髄に触れることで教養を

深めることができるようにもした。

「外国語」については，国際化の動向に対処できる

外国語能力の育成に配慮を行い，欧米系言語に加えて

アジア系言語の充実を図るなど，多様な言語教育を実

施している。また，少人数教育の実現に努めている。

現在開設されている外国語授業科目は，英語，ドイツ

語，フランス語，中国語，韓国・朝鮮語である。２つ

の外国語を必修とし，外国語Ⅰ（英語），外国語Ⅱ（そ

の他の外国語）ともに４単位を履修する。外国語Ⅰは，

総合的な英語ⅠAと，学生の希望調査を基に，能力別，

分野別（基礎，LL，読解，会話）のクラスを編成した

英語ⅠBとによって構成される。外国語Ⅱは，文法中

心のⅠGと会話中心のⅠLより成り立つ。外国語Ⅰも

Ⅱも，さらに高度の語学力を身につけたい学生のため

に，中級以上の語学クラスも設けている。この他に，

ドイツ語やフランス語では選択自由単位として，基礎

会話の授業がある。また，三番目の外国語を学ぶ学生

のための科目を設けている。

「健康・スポーツ科学」は講義２単位，実習１単位

を履修する。講義においては，学生が生涯にわたって

自らの心身の健康を保持し，さらにスポーツ活動を通

して，豊かな生活を実現するために，体と健康につい

ての科学的知識が修得できるよう配慮している。実習

においては，各人の体力や運動能力に応じたスポーツ

への参加を目的とし，運動方法実習Ⅰ及び運動方法実

習Ⅱを開講し，運動方法実習Ⅰを全学生必修としてい

る。運動方法実習Ⅱでは，学内の体育施設の活用ばか

りでなく，主として公的機関などが行う社会体育事業

（指導者養成コースなど）への参加を単位として認定す

ることもある。また，身体に障害のある学生に対して，

運動適応コースを設けている。

「情報」は講義２単位，演習１単位を全学生が履修

する。講義では，情報の性質，構造，理論の基礎部分，

コンピュータを中心とする情報機器のハード・ソフト

の基礎部分，及び情報社会の問題点などについて講述

される。演習は，コンピュータを中心とする情報機器

の利用のための基礎技術とその原理の体得を目的とし

て実施される。

「共通教養科目」は，人間と諸科学の結びつきを強

調し，総合的な判断力の獲得と人間性の涵養を図る科

目として設定され，開講区分を「人間と文化」，「人間

と社会」，「人間と自然」，「総合科目」としている。総

合科目を除く共通教養科目の開講方式は，主題ユニッ

ト方式をとっている。主題ユニット方式は，共通教養

科目に関して，専門以外の知識をある程度まとめて系

統的に履修させ，主題を多面的・構造的に理解させる

ために採られているもので，全学教官の責任により，

次のような方式で行われている。「人間と文化」，「人間

と社会」，「人間と自然」の各領域を構成する主題を設

定し，各主題をセミナー科目を含む10科目程度の授業

題目からなる「ユニット」として開講している。各ユ

ニットは一つの主題の下に統合され，まとまった知識

グループとして学生に提供される。「人間と文化」では，

哲学の道，心の世界，芸術との対話，地域と歴史，現

代と歴史，ことばと文学，世界の文学の７主題ユニッ

トが開設されている。「人間と社会」では，憲法と人権，

市民社会と法，政治を見る眼，現代社会と経済，地域

と環境，現代社会のしくみと変動，農村地域と開発，

現代社会と生涯学習，現代人のくらしと福祉の９主題

ユニットが開設されている。「人間と自然」では，数理

の科学，自然の法則，物質の変化，生命の科学，地球

と環境，環境と生産，生命と資源，エレクトロニクス

の世界，快適さを求めての９主題ユニットが開設され

ている。各主題ユニットには，ユニット全体を鳥瞰す

る科目・ユニットを代表する科目として，コア科目を

設定できるものとしている。

セミナー科目は，少人数教育として設定されており，

受講生を約20名程度に制限している。

「総合科目」は国際的課題，現代的課題，山陰地域
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をめぐる課題，学際的課題，専門的課題など，本学独

自のテーマ設定を行い，総合的な考察を行うものであ

る。専門教育科目を一定履修した後に，広い視野から

各教育内容を位置付けることができるように，３年次

からの履修となっている。平成12年度に開講された総

合科目授業題目は，家庭・結婚，平和，生命，生活文

化，自然と環境，人間と教育，データ解析の数理，物

性科学のフロンティア，環日本海の自然，信号処理と

その周辺，マイクロエレクトロニクス，むら興し・ま

ち興し，生命現象，生命科学の世界，韓国の文化と農

林業，汽水域の科学，山陰地域を考える，中国の歴史

と文化，総合 B 海－その自然と人間のかかわり－

（中国・四国地区国立大学間共同授業）である。

「共通教養科目」の履修の仕方は，学部・学科によ

って違いが大きい。法文学部，教育学部で行われてい

る方式は，自分の志望する分野と異なる主題ユニット

の中から一つを選択し，その中で開講されている授業

科目を６単位（３科目）修得し，その選択したユニッ

ト以外に，「人間と文化」，「人間と社会」，「人間と自

然」の区分において，それぞれ４単位（２科目）以上

修得し，さらに３年次以後，総合科目２単位（１科目）

を修得，計20単位が卒業要件を満たす単位となってい

る。総合理工学部においては，電子制御システム工学

科では上記の履修方法と同じであり，物質科学科，地

球資源環境学科，数理・情報システム学科及び材料プ

ロセス工学科では，主題ユニット６単位修得は変わら

ないが，主題ユニット以外の必修単位は６単位，これ

に総合科目２単位を加えて，計14単位が卒業要件を満

たす単位となっている。生物資源科学部では，生物科

学科，農業生産学科及び地域開発科学科は法文学部，

教育学部と同じであり，生態環境科学科及び生命工学

科は「人間と自然」から６単位以上を修得しなければ

ならないので，計22単位が卒業要件を満たす単位とな

る。

「専門基礎教育科目」は１年次からの履修を前提と

し，各学問分野の基礎及び専門教育に不可欠の領域な

どを修得させるものである。他学部生，他専攻生など

にも開放されている。

専門基礎教育科目の履修方法は，学部・学科，さら

にはコ－スによって相違がある。単位数はもとより，

かなり厳密に授業科目を指定するところがある。ここ

では，必修単位数に限って列挙する。法文学部は一律

６単位，教育学部は12単位である。総合理工学部では

物質科学科及び地球資源環境学科が18単位，数理・情

報システム学科及び電子制御システム学科が12単位，

材料プロセス工学科が17単位である。生物資源科学部

は生物科学科が12単位，農業生産学科が10単位，生態

環境科学科，生命工学科及び地域開発科学科が６単位

である。

教養教育全体の卒業要件を満たす単位数は，50単位

である。そこから，以上述べた基礎教育科目，共通教

養科目及び専門基礎教育科目の単位数を減じた残りが，

自由選択単位の卒業要件を満たす単位数となる。共通

教養科目と専門基礎教育科目の単位数の違いに応じて，

各学部・学科の自由選択単位数も４から10の幅で異な

る。なお，卒業要件の単位設定の中には，教養教育，

専門教育の区分に関わらず，自由選択で履修できる枠

が，各学部共に６単位ある。

２．履修状況

平成12年度の各授業科目の登録者数に占める単位取

得者の割合を見ると，単位取得率の低い授業では10％

台の数値を示しているが，100％の単位取得率を示し

ている授業も見られる。「健康・スポーツ科学」と「情

報」は相対的に単位取得率が高く，「外国語」，「共通教

養科目」各分野，「専門基礎教育科目」では60％前後

の単位取得率を示している。受験者数に占める単位取

得者数の割合は，単位取得率の低い授業でも30％を示

している。また，いずれの授業区分でも，単位取得率

の平均は80％を超えている。

学生は，卒業までに卒業要件である50単位をやや上

回る単位数を取得している。

学生の学力多様化に対応して，全学的に行っている

方策としては次のものがある。英語では，能力別クラ

ス編成によって，基礎学力不足の学生から，高度なコ

ミュニケ－ション能力を目指す学生まで対応している。

平成13年度から実施された外部試験による外国語科目

単位認定制度は，既に高度の外国語能力を持っている

学生に対して，授業時間の負担を軽減するという側面

がある。

また，全学的取り組みとして，高校卒業程度の基礎

的な学力が不足している学生のために，希望者を募っ

て，英語，数学及び物理の補習教育を定期又は集中で，

学外の講師により行っている。平成13年度からは，こ

れに化学が加わる。ただし，これらは現在は単位認定

をされない。総合理工学部の材料プロセス工学科では，

基礎教育の中に「大学教育基礎セミナ－」１単位を必

修で設けて，学科所属学生の基礎学力を養成している。

島根大学でも，編入学生，社会人入学生，外国人留

学生が増加し，文系の学生が理系の学部に入学したり，

これまでの学習分野と違う新たな分野に挑戦する学生

が多くなってきた。彼らが日頃の授業についていける

ように，各教員や研究室は個別的な努力を積み重ねて

いるが，時間と予算に限りがあるので，全学的な制度

上の様々な支援が要請されるところである。
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（3）教育方法

１．教育方法と授業形態

「基礎教育科目」：外国語Ⅰ（英語）・外国語Ⅱ

（初修外国語）からそれぞれ４単位ずつ修得することを

必修化している。外国語のクラス規模は，一般教育の

時代には１クラスの学生数が50人から60人余を数えた

が，講読クラスでは40人，会話クラスでは20人規模に

改善し，少人数教育体制を実現した。授業内容，履修

方法の改善を行い，語学運用能力及びコミュニケーシ

ョン能力の向上を図るために会話，作文，LLなどのク

ラスを充実させた。さらに，４単位以上の英語の修得

を希望する学生向けに自由選択のクラスを開講し，よ

り高度の語学能力の修得を可能とした。英語以外の外

国語についても同様とした。また，アジア系言語の授

業を増やす方向性をもって中国語の教員配置を行うと

ともに，韓国・朝鮮語を開講している。

情報化の目覚ましい現代社会に対応できる能力を養

うため，「情報」（講義２単位，演習１単位）を必修科

目とした。講義は総合理工学部数理・情報システム学

科の教員などにより，また，演習は各学部担当により

行われている。

「健康・スポーツ科学」は実習面で少人数化は進ん

でいるが，講義面で十分とはいえない。授業題目「運

動方法実習 II」の単位は学外スポーツクラブでの研修

で修得可能である。

平成12年度から新科目「大学教育基礎セミナー」を

設け，授業科目「電子制御システム工学基礎セミナー」，

「材料プロセス工学セミナー」を開設している。これは

４年間の大学教育に対する導入教育として位置付けら

れている。

「共通教養科目」：「人間と文化」，「人間と社会」及

び「人間と自然」の授業科目を「主題ユニット」とし

て開設している。これは，「人間」を中心に置いた主題

（テーマ）を設定し，各主題をコア科目及び20名以下

の少人数クラスのセミナーを含む複数個（10科目程度）

の授業題目で構成し，ユニットとしての履修により，

一つの主題の下に知識の総合的な体系の修得ができる

ように企図したものである。この方式の採用により，

従来欠けていた主題の多面的，構造的理解を促し，学

問の成果の精髄を一定の程度において体系的に教授し

ようとするものである。

「総合科目」は，専門教育科目を一定履修した後に

広い視野から各教育内容を位置付けることができるよ

うに，３年次配当とした。これは，全学出動体制のも

とで複数の教員のほか，学外専門家の積極的任用によ

り，国際的課題，山陰地域をめぐる課題，現代的課題，

学際的課題又は専門的課題などについて多様に開講す

るものである。総合科目の中で「韓国の文化と農林業」

などを開講し，交流協定を締結した大学において海外

夏期研修を実施するなど，共通教養科目において国際

化に対応するテーマの拡充を行った。

「専門基礎教育科目」：専門分野の基礎及び専攻修

得に必要な基礎科目を開設するものであるが，他専攻

の学生が他領域の学問の精髄に触れることで教養を深

めることができるようにもした。これにより，教養教

育と専門教育の有機的接続が試みられている。

また，各講義・実習では担当者によって，ビデオ教

材の使用，小テストによる理解度チェック，オフィス

アワー，クラスのグループ分けによるレポート作成と

発表などの工夫がなされている。

２．学外の教育機関による教育

交流協定を締結した大学への海外研修などで外国語

の単位を取得できる。放送大学で開設される教養から

専門にわたる広い範囲の科目で単位互換が可能になっ

ている。編入学生に対して，教養教育科目48単位（総

合科目の２単位を除く）を既修得単位として認めてい

る。

３．補習教育

科目「英語」，「数学」，「物理」について，高校の授

業内容について補習教育を行っており，平成13年度か

らは「化学」を追加した。しかし，これらは現状では

単位化されていない。

４．履修指導と成績評価法

履修指導は「学生便覧」，「履修の手引き」，「授業科

目一覧」，「授業計画書」を配布し，オリエンテーショ

ン期間に全学，学部レベルで履修ガイダンスを行って

いる。履修登録はオリエンテーション後１週間として，

猶予期間を設定している。平成12年度までの「授業計

画書」には各回ごとの授業内容，成績評価基準などが

明記されていなかった。平成13年度からは，全学で統

一した様式で，全授業題目について詳細なシラバスの

作成を徹底し，履修方法を改善した。

成績評価基準を学期末試験の成績が80点以上を優，

70点以上を良，60点以上を可とすることを全学的に周

知させている。平成13年度からの「授業計画書（シラ

バス）」には成績評価方法及び各講義予定などが明示さ

れており，今後，学生の学習意欲向上に効果が出るも

のと期待される。

５．学習環境

図書館は閲覧兼学習用の390席を有し，開館時間を

月曜から金曜までは午前９時から午後９時30分まで，

土・日曜は午前10時から午後５時30分までとし，学生

が随時学習できるように配慮されている。学部によっ

ては，自主学習できる部屋が設置されている。
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１．変遷

大学設置基準の改正による大綱化を受けて，本学で

は，一般教育課程と専門教育課程の区分の廃止を含む

全学的大学教育改革の推進が図られることになった。

評議会へ提出された「教育改革に関する最終答申」（平

成４年12月３日，島根大学教育改革委員会）によって，

本学における教育課程編成の基本枠組みが制定され，

教養教育の位置付け，教育内容及び教育体制などが新

たな基準で明確化された。ここでは，教育課程は基礎

領域，総合教養領域，専門領域に３分割され，基礎領

域と総合教養領域が教養教育に属することになった。

授業科目区分としては基礎教育科目，共通教養科目，

専門基礎教育科目及び専門教育科目の４教育科目であ

る。単位数については，卒業要件を満たす最低修得単

位数を学部により 124単位から 132単位に定め，この

内50単位を教養教育に当てた。新たな教育課程編成の

枠組みによる教養教育は平成６年度から実施に移され

るとともに，評議会宛に提出された「島根大学教育推

進委員会最終報告書：島根大学における教育改革」（平

成６年７月18日，島根大学教育改革推進委員会）にお

いて，教養教育の具体的な実施内容が確定した。これ

によって，本学の教養教育は，全学統一的教育課程に

組み込まれて新しく出発した。

新教養教育の基本的視点は，①全学協力体制，②４

年一貫教育及び教養教育と専門教育の接続，③国際化

への対応強化，④少人数教育の強化，⑤情報教育の強

化に置かれている。教育内容については，全学生を等

しく対象とする必修制の基礎領域（外国語，健康・ス

ポーツ科学，情報）と選択制の総合教養領域（共通教

養科目，専門基礎教育科目）に大別される。総合教養

領域では，共通教養科目による豊かな人間性を涵養す

る教育とともに，専門基礎教育科目による各学問分野

の基礎及び専門教育に不可欠の領域を修得させる教育

と共通教養科目の意味を兼ね備えた教育を行う。

当初の計画では，新教養教育が実施に移されてから

３年後には教養教育の点検と見直しが行われる予定で

あった。しかし，平成７年の理学部及び農学部の廃止

並びに総合理工学部及び生物資源科学部の創設とそれ

に続く教育学部及び法文学部の改組などのため，授業

科目の変更などが原則的に不可となり，大幅な見直し

は行われなかった。

平成10年には，共通教養科目の履修方法及び修得単位

数の変更案が総合理工学部から提案され，学部の特性

に従って選択幅を広げるために，ある一定の履修制限

のある選択制の単位を６単位減じ，代わりに履修制限

のない選択制の単位を６単位増やした。この変更によ

る教養教育は平成12年度から実施されている。これと

同時に，大学教育の導入教育として，学部・学科など

が必要に応じて開講できる「大学教育基礎セミナー

（１単位）」の開設を制度化した。この授業は大学教育

の導入的教育として演習形式で行われる授業であり，

平成13年度には２学科で実際の授業が行われている。

なお，平成13年度からは教育改革の一環として，各

学部専門教育の多くの講義を全学に開放し，卒業要件

を満たす単位に組み込んで履修が可能となる制度など

を取り入れた。

２．今後の方向

平成６年度から実施された教養教育改革の方向は，

①４年一貫教育の実現，②教養教育への全学出動体制

の構築，③教養教育の内容の体系化と明示，④少人数

教育の実現，⑤国際化への対応，⑥情報化への対応，

⑦大学の開放，⑧教養教育運営組織の改善，であった。

他方，平成10年 10月 26日付け大学審議会答申とそ

れに続く幾つかの答申などは，社会と時代に適合した

新たな大学像を要求しており，それらを指針とする大

学教育の変革を求めている。これに対する本学の対応

は，大学審議会答申が公表された直後直ちに開始され

た。平成11年７月12日には，答申の趣旨に添った教育

の再検討が，将来計画委員会組織運営体制改革推進第

一部会から各学部及び関係委員会などに指示された。

平成12年７月18日には，全学教育委員会から改めて大

学審議会答申への対応が各学部及び関係委員会に指示

された。これを受けて，大学教育委員会を中心とする

委員会などは，大学審議会答申を念頭に置いた教養教

育の点検と新たな改革を開始した。これは，いわゆる

大綱化後の本学における最も大きな教養教育改革であ

る。

新たな教養教育改革が目指す内容は，今後予想され

る大学の有り様に対応した教養教育システムの構築と

教育の質的改革である。この考えに従って，大学審議

会答申に盛られた趣旨の一部は，平成13年度から既に

実行に移されている。また，その他いくつかの事項に

ついて，平成14年度実施に向けて，現在検討が続いて

いる。

本学における教養教育の今後の方向は，社会の動向

に適応した柔軟性のある教養教育システムの構築と，

それに基づく真の全人的人間教育である。このための

当面の具体策は，平成６年度改革から受け継がれてい

る方向の継続と，大学審議会答申の趣旨及びそれに関

連した提言などの本学の実状に照らした反映とその達

成である。
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５　変遷及び今後の方向
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６　選択肢式等設問の回答
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